
平成３０年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について （概要） 

  

 
 
 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  本調査は、東京都の公立小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校を対象として、平成３０年度における「暴力行為」「いじめ」「小学校、中学校に

おける長期欠席者」「高等学校における長期欠席者」「高等学校における中途退学者」等の実態を把握するために実施したものである。 
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小学校、中学校、高等学校における暴力行為の状況 「いじめ」の状況 

暴力行為の発生件数は2,596件であり、平成29年度の1.17倍〔379件増加〕となっている。全ての校種で発生

件数が増加している。 

【特徴】 
○暴力行為の加害児童・生徒数を学年別にみると、小学校では６年生、中
学校では１年生、高等学校では1年生が最も多い。 

○小学校、中学校では、発生学校数、発生件数ともに増加した。特定の児
童・生徒が暴力行為を繰り返す事案が複数見られる。 

○高等学校では、発生学校数が減少し、発生件数が増加した。 
【これまでの取組】 
○「人権尊重の精神」を指導の基本とした生活指導の徹底のための区市町
村教育委員会や学校への指導・助言 

○生活指導に関わる通知の発出や教材等の作成による問題行動の再発防
止の徹底 

○学校、地域、関係機関が連携し問題行動等に対応するため「学校サポー
トチーム」を全公立学校に設置し、学校を支援する体制を確立 

○「生活指導担当者連絡会」「スクールカウンセラー配置校連絡会」等に
おいて、スクールカウンセラーを活用し、学校と連携した指導の充実 

〇「生活指導担当者連絡会」等において暴力行為防止に向けた効果的な取
組事例を周知 

○児童・生徒が自分の感情をコントロールする力を育成できるようにする
ことを目的としたスクールカウンセラー連絡会を開催。スクールカウン
セラーを講師とした校内研修を実施 

【今後の対応】 
○区市町村教育委員会が管下の学校において、暴力傾向のある児童・生徒
の実態を把握し、適切な指導・助言ができるよう効果的な取組事例等を
周知 

○学校が、暴力傾向のある児童・生徒に対する組織的な対応を強化すると
ともに、関係機関等と連携した支援体制を構築できるよう、「学校サポ
ートチーム」の機能の明確化や効果的な活用について周知・徹底 

○暴力行為を繰り返し行う児童・生徒に対する適切な指導や必要に応じた
関係機関等との連携等について、区市町村教育委員会の担当者や校長等
対象の連絡会等で情報の共有化を図るなどして学校の対応力を向上 

【特徴】 
○いじめの認知件数は、小・中・高等学校で増加し、特別支援学校で減
少した。 

○いじめ発見のきっかけでは、小・中・高等学校は「アンケートなど学
校の取組により発見」、特別支援学校は「本人からの訴え」が最も多い。 

○いじめの態様では、全校種で「冷やかしやからかい等」の言葉による
ものが最も多い。 

【これまでの取組】 
○「ふれあい月間」によるいじめ防止等対策の重点的取組の推進 
○スクールカウンセラーによる、小学校５年生、中学校１年生、高校１
年生を対象とした全員面接の実施 

○平成 29 年２月に「いじめ総合対策【第２次】」を策定。見逃しがちな
軽微ないじめの具体例や重大性の段階に応じた対応等に加え、いじめ
の認知件数が多いことをもって、その学校や学級に課題があるという
捉え方をしないことについて、周知・徹底 

○同対策において、いじめの事例と刑罰法規の関連を示し、いじめが犯
罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、所轄警察署と連
携して対処するよう明記 

○年３回以上のアンケートの実施、「東京都いじめ相談ホットライン」に
よる 24 時間電話相談、「相談ほっとＬＩＮＥ＠東京」によるＳＮＳ相
談、メール相談、来所相談の実施 

○「『考えよう！いじめ・ＳＮＳ＠Ｔｏｋｙｏ』ウェブページ及びアプリ
の活用」など、教育相談体制の一層の充実 

○平成 30 年２月に、「ＳＯＳの出し方に関する教育を推進するための指
導資料」を作成し都内全公立学校に配布するとともに、本教材を使用又
は活用した授業を各学校で年間１単位以上実施するよう周知・徹底 

【今後の対応】 
○全ての教職員が「いじめ」の定義を正しく理解し、学校いじめ対策委
員会における多角的な検証により、いじめを確実に認知 

○いじめ総合対策【第２次】に基づき、「学校いじめ対策委員会」の役割
を明確化し、全てのいじめについて組織的な対応を強化 

○「ふれあい月間」における、都独自の調査を通じた各校のいじめ防止
に係る取組の課題把握と「学校いじめ防止基本方針」の見直し・改善 

○「学校いじめ防止基本方針」の保護者への周知と、被害の子供、加害
の子供の保護者に対する学校の対応方針等の説明の徹底 

○子供たちの多様性や互いのよさを認め合う態度の育成に加え、子供た
ちがいじめを自分たちの問題として捉え、「いじめをなくすためにどう
すればよいか」について、自ら考え、話し合い、行動できるようにす
るための取組の推進 

○様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付けるための教育（ＳＯＳ
の出し方に関する教育）の推進及び教職員等の「ＳＯＳの受け止め方」
に関する対応力の向上 

Ｐ2～5 

項目 学校数 区分 発生学校数 発生学校率〔%〕 発生件数 

小学校 

 学校の管理下 213  (170) 16.6  (13.3） 924  （707） 

1,280 学校の管理下以外 33  （18） 2.6  （1.4） 59   （53） 

 小学校合計 246 （188） ― 983  （760） 

中学校 

 学校の管理下 265 （250） 42.5 （40.0） 1,537（1,363） 

624 学校の管理下以外 48  （51）     7.7  （8.2） 56   （75） 

 中学校合計 313 （301） ― 1,593（1,438） 

高等学校 

 学校の管理下 9    (7） 4.7  （3.6） 10     (9) 

192 学校の管理下以外 7   (10） 3.6   (5.2) 10    (10) 

 高等学校合計 16   (17） ― 20   （19） 

    発生件数合計 2,596（2,217） 

 

Ｐ6～13 

いじめの認知件数は51,912件であり、平成29年度の1.67倍〔20,863件増加〕となっている。３月31日時点の

いじめの解消率は、小学校、中学校、高等学校で低下し、特別支援学校で上昇している。  

項 目 学校数 認知学校数 認知学校率〔%〕 認知件数 
 解消件数 ※１ 
〔3月31日時点〕 

解消率〔%〕 ※１ 

小学校 1,280 1,195（1,062） 93.4（82.8） 45,192 (25,837） 37,599（22,451） 83.2 (86.9） 

中学校 624 579   (527） 92.8（84.3） 6,482  (5,017） 5,454 （4,382） 84.1（87.3） 

高等学校 237 ※２ 89   （74） 37.6（31.2） 201   （147） 187   （139） 93.0 (94.6） 

特別支援学校 62 11    （9） 17.7（14.5） 37    （48） 29    （33） 78.4 (68.8） 

合 計 2,203 1,874（1,672） 85.1（75.8） 51,912 (31,049） 43,269（27,005） 83.4 (87.0） 

 

- １ - 

暴力行為 
「対教師暴力」「生徒間暴力」「対人
暴力」「器物損壊」の４形態をいう。 

表中（ ）内は、平成２９年度調査の結果を示す。 「Ｐ○」の表示は別添「資料 平成３０年度における児童・生徒の問題行動・不登校等の実態について」の参照ページを示す。 

※２ 高等学校の「学校数」は、課程数の合計である。 

※１ いじめの「解消している」状態について 
・いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間（少なくとも３か月を目安）継続していること。 
・被害の児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 
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 長期欠席者数の状況 〔表中の（  ）は、平成29年度の数値である。〕 

項目 病気 
経済的 

理由       出現率（%） 
その他 計 

小学校 
2,072 

（1,918） 

0 

（0） 

4,318 

（3,226） 

0.74 

（0.56） 

1,475 

（1,682） 

7,865 

（6,826） 

中学校 
1,664 

（1,593） 

0 

（0） 

9,870 

（8,762） 

4.33 

（3.78） 

  804 

  （698） 

12,338 

（11,053） 

計 
3,736 

（3,511） 

0 

（0） 

14,188 

（11,988） 

1.75 

（1.48） 

2,279 

（2,380） 

20,203 

（17,879） 

 

 

小学校・中学校における長期欠席の状況 Ｐ14～19 

長期欠席者のうち、不登校児童･生徒数は小学校4,318人、中学校9,870人（合計14,188人）であり、平成29年度と

比較して小・中学校ともに増加している。不登校出現率は小学校 0.74%、中学校 4.33%であり、小・中学校ともに増加し

ている。学校復帰率は小学校25.9%、中学校22.4%であり、小・中学校ともに増加している。 

｢長期欠席者数｣とは、平

成31年3月31日現在の在

学者のうち、｢児童・生徒指

導要録｣の｢欠席日数｣欄の

日数が、平成30年度間に連

続又は断続して30日以上で

あった児童・生徒数の集計 

【特徴】 
○不登校児童・生徒数の学年別内訳は、小・中学校と
もに学年進行に従って増加している。 

○不登校の要因は、小・中学校ともに、本人に係る要
因では「『不安』の傾向がある。」、学校、家庭に係
る要因では、小学校は「家庭に係る状況」、中学校
は学校に係る状況の中の「い じめを除く友人関係を
めぐる問題」が最も多い。 

【これまでの取組】 
○不登校について早急に対応する必要がある中学校 
に対し、組織的な指導体制の確立を図るため、不登
校加配教員を配置 

○児童・生徒の相談等に対応するため、スクールカウ
ンセラーを全校に配置 

○社会福祉等の専門性や関係機関とのネットワーク 
等を活用するため、スクールソーシャルワーカーを 
配置する区市町村を支援 

○不登校児童・生徒の家庭を訪問し支援を行う「家庭
と子供の支援員」を配置する区市町村を支援 

○教育支援センターの充実を図るため、都が提示する
複数のメニューの中から、区市町が選択する方式に
より、重点的な取組を支援するモデル事業を実施 

○不登校等の児童・生徒を学校復帰、就学、就労に導
く支援の推進に向け、不登校・若者自立支援フォー
ラムを開催 

○フリースクール等民間施設・団体等との意見交換会
を実施 

○不登校の未然防止、早期支援、長期化への対応それ
ぞれについて、教員の手引となる「児童・生徒を支
援するためのガイドブック」を作成し、都内全公立
小・中学校に配布 

【今後の対応】 
○「児童・生徒を支援するためのガイドブック」を活
用した研修等を実施し、区市町村立学校を支援 

○不登校児童・生徒の学びの場を確保するため、不登

校特例校の設置を進める区市町村を引き続き支援 

○不登校が長期化している児童・生徒の多様な学びの

機会を確保するため、フリースクール等民間施設・

団体等との連携検討委員会により協議・検討 

不登校 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

高等学校における長期欠席・中途退学者数等の状況 

高等学校における長期欠席者数の状況  

項目 長期欠席者数 出現率(%) 

全日制 2,050（1,931） 1.6（1.5） 

定時制 3,558（3,901） 30.9（31.6） 

 

Ｐ20～24 ＊高等学校の長期欠席者数は、理由別に「病気」「経済的理由」 
「不登校」「その他」の合計数である。 

 

長期欠席の理由と割合 
項目 病 気 経済的理由 不登校 その他 

全日制 
607 (552) 

[29.6%] 

 4(8) 

[0.2%] 

1,066 (980) 

[52.0%] 

 373 (391) 

[18.2%] 

定時制 
330 (456) 

[9.3%] 

 25(77) 

[0.7%] 

2,188(2,447) 

[61.5%] 

 1,015(921) 

[28.5%] 

 
高等学校における中途退学者数の状況 

項目 中途退学者数 退学率(%) 

全日制 1,289 (1,119） 1.0（0.9） 

定時制 997 (1,199） 8.7（9.7） 

 
中途退学の主な理由 

項目 
学校生活・ 

学業不適応 
進路変更 学業不振 

全日制 
389(454) 

 [30.2%] 

349(331) 

[27.1%] 

412(223) 

[32.0%] 

定時制 
441 (429) 

[44.2%] 

328 (463) 

[32.9%] 

72 (134) 

[7.2%] 

  

高等学校における原級留置者数（単位制を除く） 

項目 原級留置者数 対生徒比率(%) 

全日制 281（234） 0.3（0.2） 

定時制 157（135） 4.1（3.0） 

 
【特徴】 
○長期欠席者数の出現率は、全日制で微増、定時制で減少している。長期欠席者の理由別内訳は、全日制・定時制とも「不登校」が最も
多く、続いて全日制では「病気」「その他」「経済的理由」、定時制では「その他」「病気」「経済的理由」の順となっている。 

○中途退学者は、全日制・定時制とも１学年が最も多く、学年が進行するにつれて減少している。中途退学の主な理由は、全日制では「学
業不振」が最も多く、続いて「学校生活・学業不適応」「進路変更」の順、定時制では「学校生活・学業不適応」が最も多く、続いて
「進路変更」「学業不振」の順となっている。 

○原級留置者数は、昨年度と比べ、全日制・定時制ともに増加している。 
【これまでの取組】 
○体験入学や授業公開の実施              ○チャレンジスクール等における個に応じた指導の充実 
○スクールカウンセラーの全校全課程への配置      ○中途退学防止改善計画書の作成・指導 
○定時制課程における人間関係づくりのための構成的グループエンカウンターの実施 
【今後の対応】 
○スクールカウンセラーや自立支援担当教員による教員研修や保護者向け講演会の実施 
○ユースソーシャルワーカーを含む自立支援チームによる学校訪問を通して、支援を要する生徒に対するきめ細やかな相談対応等を実施 
○児童相談所や警察等の外部機関や自立支援チームとの自立支援担当教員を中心とした組織的な連携の推進 
 

表中［ ］は長期欠席者数に対する割合 

Ｐ20～32 

長期欠席者数は全日制で微増し、定時制で減少した。中途退学者数は、全日制では増加し、定時制では減少した。 

Ｐ25～32 

表中［ ］は中途退学者数に対する割合 
Ｐ29 

- ２ - 


